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送
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Ｑ　

２
０
２
２
年
４
月
１
日

か
ら
民
法
改
正
に
よ
り
成
年

年
齢
を
20
歳
か
ら
18
歳
に
引

き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　

子
供
名
義
で
積
み
立
て
て

い
た
定
期
預
金
や
定
期
積
金

は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

Ａ　

親
が
未
成
年
者
で
あ
る

子
供
名
義
で
定
期
預
金
や
定

期
積
金
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
は
多
い
と
思
い

ま
す
。
現
行
で
適
用
さ
れ
て
い
る
20
歳
以
上
が

18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
と
思
っ
て
下
さ
い
。

Ｑ　

現
在
の
20
歳
以
上
に
適
用
し
て
い
る
内
容

を
教
え
て
く
だ
さ
い

Ａ　

定
期
預
金
等
の
途
中
解
約
に
つ
い
て
は
、

①
解
約
時
定
期
の
名
義
の
子
供
が
未
成
年
の

場
合

　

未
成
年
の
子
は
、父
母
の
親
権
に
服
し（
民

法
８
１
８
条
）、
親
権
者
は
子
の
財
産
管
理

権
を
有
し
て
い
る
（
民
法
８
２
４
条
）

　

民
法
８
１
８
条
３
項
に
は
、「
婚
姻
中
は

原
則
と
し
て
父
母
が
共
同
し
て
行
う
」
と
民

法
で
記
載
し
て
い
ま
す
が
、
実
務
的
に
は
金

融
機
関
に
よ
っ
て
対
応
が
違
い
ま
す
が
、

　

例
え
ば
Ｘ
信
用
金
庫
に
お
い
て
は
、

　

親
権
者
で
あ
る
親
の
本
人
確
認
と
そ
の
親

と
定
期
名
義
人
の
子
と
の
関
係
を
示
す
書
類

（
同
一
生
計
が
条
件
で
す
が
、
保
険
証
等
）

で
解
約
可
能
で
す
。

②
解
約
時
定
期
の
名
義
の
子
供
が
成
年
に
達

し
て
い
た
場
合

　

成
年
者
で
あ
る
子
供
は
単
独
で
法
律
行
為

が
で
き
る
た
め
、
原
則
と
し
て
は
定
期
預
金

等
の
名
義
人
の
子
供
が
金
融
機
関
に
出
向
か

な
け
れ
ば
解
約
で
き
な
い
。

Ｑ　

な
ぜ
民
法
で
は
そ
の
よ
う
な
規
定
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
か

Ａ　

下
記
に
記
し
た
意
思
能
力
や
行
為
能
力

が
不
十
分
な
者
が
行
う
法
律
行
為
を
保
護
す

る
た
め
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

民
法
上
能
力
は
３
つ
あ
る
と
い
わ
れ
て
お

り
ま
す
。

①
権
利
能
力　

　

民
法
３
条
１
項「
私
権
の
享
有
は
、出
生
に

始
ま
る
」と
記
載
さ
れ
、つ
ま
り
人
間
以
外
の

者
は
権
利
能
力
が
な
い
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

②
意
思
能
力
（
意
思
表
示
な
ど
の
法
律
上
の

判
断
に
お
い
て
自
己
の
行
為
の
結
果
を
判
断

す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
）

　

民
法
３
条
の
２
「
法
律
行
為
の
当
事
者
が

意
思
表
示
を
し
た
時
に
意
思
能
力
を
有
し
な

か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
法
律
行
為
は
、
無
効

と
す
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

無
効
と
は
、
そ
も
そ
も
契
約
の
効
力
が
発

生
し
な
い
つ
ま
り
初
め
か
ら
契
約
が
な
か
っ

た
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

一
般
的
に
は
、
10
歳
未
満
の
幼
児
、
泥
酔

者
、
重
い
精
神
病
や
認
知
症
に
あ
る
者
は
、

意
思
能
力
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　

意
思
能
力
が
不
十
分
の
者
の
法
律
行
為
は
、

法
定
代
理
人
が
代
理
し
て
行
う
必
要
が
あ
る
。

　

知
的
障
害
の
者
は
こ
こ
に
該
当
す
る
と
思

わ
れ
ま
す
。

③
行
為
能
力
（
法
律
行
為
を
単
独
で
有
効
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
能
力
）

　

民
法
５
条
１
項
前
文
「
未
成
年
者
が
法
律

行
為
を
す
る
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
同

意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
権
利
を

得
又
は
義
務
を
免
れ
る
法
律
行
為
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」

　

つ
ま
り
未
成
年
者
の
法
律
行
為
は
、
法
定

代
理
人
の
同
意
が
必
要
で
す
。

　

未
成
年
者
は
こ
こ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ

ま
す
。（
上
記
②
に
も
一
部
該
当
し
ま
す
）

　

金
融
機
関
に
よ
っ
て
対
応
が
違
い
ま
す

が
、
２
０
２
２
年
４
月
１
日
以
降
子
供
名
義

の
預
金
に
関
し
て
は
早
め
に
金
融
機
関
に
相

談
し
た
方
が
よ
う
と
思
い
ま
す
。

（
文
責　

中
央
支
援
Ｐ
Ｔ
Ａ　

町
田
勇
）

※通常は毎週水曜日におもちゃ図書館を開放していますが、緊急事態宣言が出されて
いる間は中止しています。
　おもちゃの貸出とメールやリモートなどでの相談は受付けて下さいます。

「おおきなき」の看板

車椅子の方もリフターで中に入れます

壁一面のおもちゃやスイッチ

平衡感覚を養うハンモックや回転
ブランコなどの遊具もあります

　おもちゃ図書館は、障がいのある子

もない子も一緒に遊べる場所です。肢

体不自由のお子さんでも自分の力で遊

んだり、操作したりできる玩具や機器

が用意されています。

　コミュニケーションしたいという気

持ちを育て、一人ひとりに合った表現

手段や道具を考え、人と人との関係が

豊かになるような支援をされていま

す。

　今回は、おもちゃ図書館の話で、子

供達とその保護者に向けての勉強会で

したが、おおきなきは、 “訪問大学” と

いう生涯学習の支援もされています。

支援学校などを卒業後、障がいや病気

のために通所施設等の毎日の利用が難

しい方などのご自宅を講師が訪問し、

生涯を通して学ぶ機会を提供されてい

ます。

　詳しくは、

http://home.v07.itscom.net/ookinaki/

おもちゃ図書館『おおきなき』
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３ ２

障
害
者
手
帳
を
電
子
化
で
き
る
ス
マ
ホ
ア
プ
リ

　

公
共
交
通
機
関
な
ど
で
障
害
者
割
引
を

利
用
す
る
際
に
頻
繁
に
提
示
す
る
障
害
者

手
帳
で
す
が
、
そ
れ
を
電
子
化
出
来
る
ス

マ
ホ
ア
プ
リ
と
し
て
「
ミ
ラ
イ
ロ
Ⅰ
Ｄ
」

が
あ
り
ま
す
。

　

リ
リ
ー
ス
は
一
昨
年
で
以
前
に
も
こ
の

コ
ー
ナ
ー
で
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
今
年

に
入
っ
て
使
え
る
場
所
や
機
能
が
大
き
く

改
善
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
大
き
く
普
及
す

る
か
も
し
れ
な
い
こ
の
ア
プ
リ
を
紹
介
し

ま
す
。

 

＊
＊
＊

　

障
害
者
手
帳
は
今
ま
で
文
字
通
り
紙
に

よ
る
手
帳
で
し
た
が
、
管
理
の
手
間
や
提

示
の
不
便
さ
な
ど
使
い
勝
手
が
悪
い
面
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
カ
ー
ド
化
や
電
子
化
に

よ
る
利
便
性
の
向
上
が
課
題
と
さ
れ
て
き

ま
し
た
。

　

厚
生
労
働
省
も
ひ
と
ま
ず
障
害
者
手
帳

の
カ
ー
ド
化
を
認
め
る
規
制
緩
和
を
行
い

ま
し
た
が
、
費
用
や
シ
ス
テ
ム
の
問
題
で

現
時
点
で
は
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
で
採
用

さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。
そ
こ
で

一
昨
年
、
ス
マ
ホ
に
障
害
者
手
帳
を
搭
載

で
き
る
ア
プ
リ
「
ミ
ラ
イ
ロ
Ⅰ
Ｄ
」
が
民

間
企
業
の
ミ
ラ
イ
ロ
か
ら
リ
リ
ー
ス
さ
れ

ま
し
た
。

 

＊
＊
＊

　

ミ
ラ
イ
ロ
Ⅰ
Ｄ
は
、
ス
マ
ホ
で
障
害
者

手
帳
を
撮
影
し
て
ア
プ
リ
経
由
で
写
真
を

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
と
、
ミ
ラ
イ
ロ
が
審

査
の
上
で
ス
マ
ホ
の
画
面
上
に
障
害
者
手

帳
が
表
示
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
で
す
。

　

一
方
で
、
ミ
ラ
イ
ロ
Ⅰ
Ｄ
は
民
間
企
業

が
提
供
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
で
も
あ
る
た

め
、
障
害
者
手
帳
と
し
て
使
え
る
の
は
ミ

ラ
イ
ロ
Ⅰ
Ｄ
に
加
盟
し
て
い
る
企
業
や
団

体
に
限
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
リ
リ
ー
ス

後
も
Ｊ
Ｒ
各
社
や
大
手
私
鉄
の
大
半
が
対

応
し
て
お
ら
ず
、
極
め
て
限
ら
れ
た
場
所

で
し
か
使
え
な
い
状
況
で
し
た
。

  

＊
＊
＊

　

と
こ
ろ
が
、
今
年
の
３
月
に
一
挙
に
全

国
の
鉄
道
会
社
１
２
３
社
で
利
用
可
能
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
メ
デ
ィ
ア
で

も
報
道
さ
れ
、
い
く
つ
も
の
鉄
道
会
社
で

ア
プ
リ
利
用
の
体
験
会
が
開
か
れ
て
い
ま

す
。

　

ま
た
障
害
者
手
帳
の
利
便
性
向
上
が
必

要
な
こ
と
は
以
前
か
ら
行
政
も
認
識
し
て

い
た
た
め
、
民
間
企
業
の
ア
プ
リ
な
が
ら

利
用
開
始
日
の
３
月
13
日
に
は
、
赤
羽
国

土
交
通
相
と
平
井
デ
ジ
タ
ル
改
革
担
当
相

が
わ
ざ
わ
ざ
高
松
駅
ま
で
利
用
の
様
子
を

視
察
に
来
た
ほ
ど
で
す
。

 

＊
＊
＊

　

ミ
ラ
イ
ロ
Ⅰ
Ｄ
は
主
に
公
共
交
通
機
関

で
障
害
者
手
帳
と
し
て
使
え
る
ア
プ
リ
で

し
た
が
、
他
に
も
車
椅
子
利
用
者
が
便
利

に
使
え
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
情
報
を
網
羅
し

た
ア
プ
リ
が
あ
り
、
い
ず
れ
ご
紹
介
し
ま

す
。
障
害
に
関
す
る
も
の
で
も
公
的
な
機

関
が
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
う
し
て

民
間
の
ア
イ
デ
ア
が
実
現
し
て
い
く
こ
と

に
も
期
待
し
た
い
で
す
ね
。 （

金
子
文
俊
）

　来年の 4 月から民法上の成人年齢が 20 歳から 18 歳に引き下げられます。成人に達すると、親の同
意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。一方で、飲酒や喫煙、競馬・競輪
などはこれまでと同様、20 歳にならないとできません。なんだかややこしいですね。
　障害者の場合 18 歳になると、サービスを受けるための基の法律が児童福祉法から総合支援法へと切
り替わります。また所得判断の基準も変わります。
　※なお、18 歳以上の障害児施設入所者又は放課後等デイサービスの利用者については障害者総合支
援法に基づくサービスが提供されますが、引き続き、入所支援又は放課後等デイサービスを受けなけれ
ばその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満 20 歳に達をするまで利用することができます。

紀
の り

さんの制
せ い ど じ ょ う ほ う

度情報

成人になると

種別 世帯の範囲
18 歳以上の障害者（施設に入所する 18、19 歳を除く） 障害のある方とその配偶者
障害児（施設に入所する 18、19 歳を含む） 保護者の属する住民基本台帳での世帯

　となりますので、多くのご家庭の場合、利用者負担額が大きく変わってくると思います。

障害者手帳　身体・知的（療育手帳）・精神の更新
　人によってはお持ちの障害者手帳を更新する必要があります。ご自身の障害者手帳をご確認ください。

20 歳になったら（なる前に）

障害者年金の手続き

（1）お住まいの区の区役所保険年金課国民年金係・支所区民センター保険年金係
（2）川崎年金事務所　044-233-0181（川崎区・幸区にお住まいの方）
（3）高津年金事務所　044-888-0111（上記以外にお住まいの方）障害基礎年金
　の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。

特別障害者手当の手続き 障害者年金よりも受給要件はきびしいですが、お住まいの区の高齢・障
害課障害者支援係にお問い合わせください。

　また、状況によっては世帯分離をしたり、生活保護を受給するということも考えられます。（世帯分
離と生活保護の手続きは別のものです。世帯分離の要件もさまざまですので、各家庭やご本人の事情等
をご確認ください。）　

　いろいろと手続きが面倒で大変だと思いますが、お知り合いの方などに経験者がいらしたら、実際の
手続きはどうだったかをお聞きしてみることをお勧めします。

【ご案内】

第２回 障害児の相談支援体制に関する研修会 

　この秋から障がい児の相談を含めた支援体制が変わ
ります。川崎市の現状や課題を踏まえ、今後どのよう
な支援体制となるのかについて、川崎市の担当者を招
いてお話頂きます。
日時：令和 3 年 7 月 8 日（木）AM10：00 ～ 12：00  
場所：Zoom によるオンライン  （申込み先着 100 名／
申込み締め切り 6 月 30 日）  
　参加を希望される方は、豊かな地域療育を考える連
絡会 HP で詳細をご確認頂き、申込みお願い致します。
お問合せ：事務局七川　(nanakawa@rond.jp）
連絡会 HP の QR コードはこちら


